
（法第28条第1項関係）

１　事業の成果（○数字を事業番号とする。）

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に関する事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従事者
の人数

受益対象者の範囲
及び人数

支出額
（千円）

（１）ユネスコ世
界文化遺産登録に
向けた学術調査事
業
（２）ユネスコ世
界の記憶登録に向
けた学術調査事業
（６）国登録有形
文化財（建造物）
及び国指定史跡の
登録に向けた学術
調査事業

【事業番号①】
ロードマップ（2022年6月1日～2025年3月31日）進
捗管理及び学術調査事業

※長島愛生園悉皆調査を含む。
※ロードマップ委員会の開催を含む。
・5月19日　第１回
・10月10日 第２回
・2月15日　第３回
※「長島愛生園探訪」（9月17日～18日）を含む。

R5.5～R6.3

長島愛生園
法人事務所
瀬戸内市
オンライン

50人
法人会員

瀬戸内市民
37000人

2,582
（2,401）

（３）歴史的建造
物・史跡等を保存
し、広く世界に対
する社会的人権教
育の場を提供する
事業

未実施 - - - - 0

※支出額カッコ内は事務局長・事務局員人件費相当額

6,994
（1,586）

20人
法人会員

瀬戸内市民
37000人

（１）ユネスコ世
界文化遺産登録に
向けた学術調査事
業
（６）国登録有形
文化財（建造物）
及び国指定史跡の
登録に向けた学術
調査事業

【事業番号②】
長島愛生園「保存活用ビジョン」アドバイザリー
事業
・「監房跡」整備実施設計作成支援
　（既履行部分67.55％）
・「恩賜記念館」現地調査及び改修計画立案
　（１年目）

R5.5～R6.3

長島愛生園
法人事務所
瀬戸内市
岡山市
東京都

オンライン

③新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じた上で、新規の会員や寄付の獲得を目指した講演会を実施した。瀬戸
内市ふるさと納税経由の新規会員や継続的な寄附獲得を実現することができた。
④オリジナル啓発品をネットショップＢＡＳＥ及び瀬戸内市ふるさと納税返礼品として販売し、本法人とその取り
組みをＰＲした。
⑤会員及び瀬戸内市ふるさと納税寄附者に2022（令和４）年度年次報告書及び会報誌（２回）を作成・郵送した。
本法人とその取り組みの最新情報を提供し、寄附者に対する説明責任を果たすことに務めた。

令和５年度事業報告書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

　2019（平成31）年３月に策定し、2022（令和４）年５月に改定した「ユネスコ世界文化遺産及び世界の記憶（世
界記憶遺産）登録に向けたロードマップ（2022年度～2024年度）」に基づく進捗管理及び学術調査を行った。
　2023（令和５）年５月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行されたが、感染拡大
の有無、ウイルスの感染力や弱毒化の有無又は治療薬の開発状況等に対する社会全体のポスト・コロナ状況を把握
する必要があったため、本年度もリアルな事業の実施は限定的にとどめた。
　本法人定款第25条に基づく通常社員総会は、11月19日に開催した（会場：長島愛生園社会交流会館、出席正会員
数：82者中57者）。
　全ての事業を通じて、ハンセン病問題への正しい理解の普及啓発と回復者等や元患者家族の名誉回復に努めた。

①2022（令和４）年度に引き続き、国立療養所長島愛生園の国指定史跡意見具申を目指した悉皆調査（建造物、遺
構、土地、植生それぞれに係る調査）を実施したが、完了には至らなかった。次年度以降も継続して実施する。
　悉皆調査の一環として、「長島愛生園探訪」（本法人登録に向けたロードマップ委員会関係者のアテンドによ
る、大学生参加者を伴った園内フィールドワークとワークショップ）を2023（令和５）年４月に開館した長島愛生
園社会交流会館（むつみ交流館）に一泊して実施した。宿泊を前提とした、広大な長島愛生園内をフィールドとす
る調査研究及び啓発事業の今後の実施可能性を検証することができた。
　世界文化遺産国内暫定一覧表記載を目指した提案書あるいはそれに類する文書の記載（更新）及び世界の記憶
2024-2025国際登録国内申請を目指した改定一般指針に基づく申請書の作成（更新）は、他業務に時間を要したため
実施することができなかった。
②2021（令和３）年度に策定した「国立療養所長島愛生園保存活用ビジョン-2030年 開園100年を目指して-」事業
項目一覧に対するアドバイザリー業務として、１.「監房跡」整備実施設計作成支援　２．「恩賜記念館」現地調査
及び改修計画立案（１年目）　を実施した。１．は本年度内に完了しなかったため、未完了部分32.45％を次年度事
業として実施する予定である。
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（法第28条第1項関係）

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従事者
の人数

受益対象者の範囲
及び人数

支出額
（千円）

（４）ユネスコ世
界文化遺産及び世
界の記憶登録に向
けた啓発交流促進
事業

未実施 - - - - 0

（５） （１）から
（４）の達成を目
指す国際的な取り
組みを推進する事
業

未実施 - - - - 0

（７）ハンセン病
患者に対する隔離
政策の歴史を地域
の歴史として検証
する事業

未実施 - - - - 0

【事業番号③】
普及啓発及び会員獲得を目的とした理事等による
講演会
・11月17日　津山市立勝北中学校（2コマ）
・11月29日　瀬戸内市新規採用職員研修
・12月1日　 浅口市人権教育指導者養成講座
・12月12日　備前市立日生中学校（2コマ）

R5.11～
R5.12

岡山県内 1人
参加者
250人

91
（72）

【事業番号④】
啓発品の販売（BASE、ふるさと納税）

R5.4～R6.3
国内
web

2人
法人会員
購入者
200人

37
（19）

【事業番号⑤】
会報誌（第10号、第11号）、2022年度年次報告書
の作成及び配布（会員・ふるさと納税寄附者）

R5.4～R6.3 法人事務所 2人

法人会員
ふるさと納税寄附者

その他配布先
1000人

1,260
（724）

① 10,964
(4,802)

　（２）管理事業

実施日時 実施場所
従事者
の人数

受益対象者の範囲
及び人数

支出額
（千円）

R5.4～R6.3 - 1人 1人 1,089

R5.4～R6.3 - 1人 1人 637

R5.4～R6.3 法人事務所 2人 200人 122

R5.10～
R5.11

法人事務所
長島愛生園
社会交流会館

2人 100人 20

R5.4～R6.3 法人事務所 2人 200人 52

R5.4～R6.3
法人事務所
瀬戸内市役所
オンライン

2人 30人 26

R5.12 フェイスブック 1人 リーチ60,504
（リンククリック523）

30

R5.5～R6.3 法人事務所 - - 75

R5.4～R6.3
法人事務所
オンライン

2人 200人 389

② 2,440

13,404合計（①事業+②管理）

ふるさと納税PRフェイスブック広告宣伝費

減価償却費（R5.5購入デスクPC）

その他、法人・事務所・HP等維持管理経費

事務局長の雇用
※給与83万円、法定福利費63,366円、通勤費189,600円、
　自家用車旅費6,015円

事務局職員の雇用
※賃金584,375円、法定福利費2,279円、通勤費50,400円、
　自家用車旅費630円

事務所電話・FAX、OCN-Wi-Fi経費（通信運搬費）

総会開催経費（通信運搬費）

切手・レターパック代ほか郵送料（通信運搬費）

理事会・委員会開催経費
※ロードマップ委員会は事業費
※zoomプロアカウント23,375円ほか

（８）その他、本
法人の目的を達成
するために必要な
事業

管理事業内容

※給与手当・法定福利費（事業）及び臨時雇賃金（事業）は、それぞれの事業に係る事務量を基準として配賦した。

2 / 2 ページ


